
昇段審議会 令和８年度 

 

本年度の東京都高校柔道昇段審議会は下記の要項にて年２回、主催・東京都柔道連盟、主管・東京都高体連

柔道専門部昇段審議部のもとに実施されます。柔道の経験年数・試合成績等をご検討の上、下記の日程に合わ

せて昇段適格者をご推薦下さるようお願い申し上げます。なお、ご不明な点は各支部の昇段審議担当に問い合

わせください。 

 

〈日 程〉 

第１回目：令和８年６月２８日（日） １２：００ 講道館 集合 

第２０６回東京都高体連柔道専門部昇段審議会（男子・女子） 

第２回目：令和９年２月１４日（日） １２：００ 講道館 集合 

第２０７回東京都高体連柔道専門部昇段審議会（男子・女子） 

 

〈審査料〉 

・審 議 料 ： 初 段 ３，０００円 弐 段 ４，０００円 

・審議合格者 ： 初 段１９，６５０円 弐 段１６，８００円 

<審査料内訳> 

講道館入門料 ： 初 段 ８，０００円 

講道館登録料 ： 初 段 ７，１５０円 弐 段 ８，８００円 ※消費税が加わりました。 

協 力 料 ： 初 段 ２，２００円 弐 段 ５，３００円 

推 薦 料 ： 初 段 ２，３００円 弐 段 ２，７００円 

 

〈申込方法〉 

・申込は、全日本柔道連盟登録者〔個人登録料３，５００円〕（以後登録者）に限る。昇段審査申込までに全柔

連登録を済ませておくこと。 

・ 昇昇段審議申込」 に審査料を添えて支部の昇段担当の指示に従って申込むこと。その際、必要な者は支部の

昇形 の講習を受講すること。 

※参加人数の多い場合は、昇昇段審査申込者 をコピーしてください。 

 

〈資 格〉 

① 初 段 

（１）経験年数が１年以上で所定の成績がある者。 

※昇投の形 （手技・腰技・足技）の審査があるので、十分練習しておく。 

② 弐 段 

（１）初段昇段後１年半以上の修行年数があり、所定の成績がある者。 

（２）試合成績が優秀な者は、１年以上で受講してもよい。 

※昇投の形 （真捨身技・横捨身技）の審査があるので、十分に練習しておく。 

 

■所定の成績とは、高体連主催の支部大会以上の柔道大会。及び各地区柔道会の主催する大会・学校対抗の試

合をいう。 

【１０点以上の成績がある者に限る】 

◇尚、昇形 講習会及び昇段審査会には必ず引率教諭を必要とする。 


